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株式等振替制度の対象とならない新株予約権等の取扱いに関する事務処理指針（第１.２版）新旧対照表 

 
項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 

１ Ⅱ ４ 訂正 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から口座
管理機関発行の加入者口座コードを証明する書

面の提出を求める方法、加入者情報 Web 端末の
「振替先口座照会」機能を使用する方法又は新株

予約権付社債権者の口座を開設する口座管理機

関に問合せる方法等により行う。 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から口座
管理機関発行の加入者口座コードを証明する書

面の提出を求めること、加入者情報 Web 端末の
振替先口座照会機能の使用又は新株予約権付社

債権者の口座を開設する口座管理機関に問合せ

ること等の方法により行う。 

３．（１）備考 

２ Ⅱ ４・５ 訂正 

株主名簿管理人は、新株予約権付社債権者から新

株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権

付社債権者の口座を開設する口座管理機関に対

し、当該新株予約権付社債権者が新株予約権行使

請求をした旨及び次の事項を通知する。 
 
① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称 
② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
③ 行使請求された新株予約権付社債の銘柄及び
数 
④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交
付通知日の３営業日後の日） 
⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 

株主名簿管理人は、新株予約権付社債権者から新

株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権

付社債権者の口座を開設する口座管理機関に対

し、FAX 等により、当該新株予約権付社債権者
が新株予約権行使請求をした旨及び次の事項を

通知する。 
① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住
所 
② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
③ 行使請求された新株予約権付社債の銘柄及び
数 
④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交
付通知日の３営業日後の日） 
⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日）

３．（２）本文 

３ Ⅱ ５ 追加 ※ 当該通知は加入者情報 Web 端末の「振替先口 ― ３．（２）備考 
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項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 
座照会」機能の使用又は FAX 等により行う。なお、

「振替先口座照会」機能を使用して通知を行う場

合、（１）新株予約権行使請求の受付の際に実施

する加入者口座コードの確認を兼ねることとす

る。 

 

４ Ⅱ ５ 追加 

※ 「振替先口座照会」機能を使用せず、FAX

等にて通知を行う場合は、新株予約権付社債権者

の氏名又は名称に加え、必要に応じて住所につい

ても通知を行う。 

 
― 
 

３．（２）備考 

５ Ⅱ ５ 訂正 

※ FAX 等にて当該通知を受けた口座管理機関が

間接口座管理機関の場合には、直近上位機関に必

要な情報を通知する。当該通知を受けた直近上位

機関が間接口座管理機関である場合も同様とす

る。 

※当該通知を受けた口座管理機関が間接口座管

理機関の場合には、直近上位機関に必要な情報を

通知する。当該通知を受けた直近上位機関が間接

口座管理機関である場合も同様とする。 
３．（２）備考 

６ Ⅱ ５・６ 追加 

※ 口座管理機関への加入者口座コードの確認
及び振替株式の交付通知を行う際に「振替先口
座照会」機能を使用する場合には、各入力項目
の設定方法は以下のとおりとする。 
・「照会先の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「振替先口座の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「受方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付先である機構加入者の機
構加入者コードを設定する。 

・「振替元口座の加入者口座コード」欄 
   振替株式の交付元である発行会社の加入

― 
 

３．（２）備考 
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項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 
者口座コードを設定する。 

・「渡方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付元である株主名簿管理人
の機構加入者コードを設定する。 

・「口座照会の事由」欄 
   「その他」を指定する。 
・「振替種類」欄 
   「その他振替」を指定する。 
 ・「振替予定日」欄  
    左記⑤を設定する。 
 ・「銘柄コード」欄（１行目） 
    交付する株式の銘柄を設定する。 
 ・「振替数量」欄（１行目） 
    交付する株式の数量を設定する。 
 ・「取得日」欄（１行目） 
    左記⑥を設定する。 
 ・「フリーメッセージ」欄   

【通知内容に係る記載】 

「非振替新株予約権付社債に係る新 株

予約権行使」と入力する。 

【行使数量に係る記載】 

行使された新株予約権付社債の数量

（「～円」）を入力する。 

【交付方法に係る記載】 

交付方法（「新株交付」または「自己株

充当」）を入力する。 

７ Ⅱ ６ 追加 

※ 振替株式を自己株充当により交付する場合
も同様に、「振替元口座の加入者口座コード」
欄に発行会社の自己株式の充当元の加入者口
座コード、「渡方機構加入者の機構加入者コー
ド」欄に株主名簿管理人の機構加入者コードを
入力する。 

― ３．（２）備考 
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項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 
 

８ Ⅳ 
１２

１３
訂正 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から口座
管理機関発行の加入者口座コードを証明する書

面の提出を求める方法、加入者情報 Web 端末の
「振替先口座照会」機能を使用する方法又は新株

予約権付社債権者の口座を開設する口座管理機

関に問合せる方法等により行う。 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から口座
管理機関発行の加入者口座コードを証明する書

面の提出を求めること、加入者情報 Web 端末の
振替先口座照会機能の使用又は新株予約権付社

債権者の口座を開設する口座管理機関に問合せ

ること等の方法により行う。 

３．（１）備考 

９ Ⅳ １３ 訂正 

株主名簿管理人は、新株予約権付社債権者から新

株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権

付社債権者の口座を開設する口座管理機関に対

し、当該新株予約権付社債権者が新株予約権行使

請求をした旨及び次の事項を通知する。 
 
① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称 
② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
③ 行使請求された新株予約権付社債の銘柄及び
数 
④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交
付通知日の３営業日後の日） 
⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 

株主名簿管理人は、新株予約権付社債権者から新

株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権

付社債権者の口座を開設する口座管理機関に対

し、FAX 等により、当該新株予約権付社債権者
が新株予約権行使請求をした旨及び次の事項を

通知する。 
① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住
所 
② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
③ 行使請求された新株予約権付社債の銘柄及び
数 
④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交
付通知日の３営業日後の日） 
⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日）

３．（２）本文 

１０ Ⅳ １３ 追加 
※ 当該通知は加入者情報 Web 端末の「振替先口

座照会」機能の使用又は FAX 等により行う。なお、

― 
 

３．（２）備考 
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項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 
「振替先口座照会」機能を使用して通知を行う場

合、（１）新株予約権行使請求の受付の際に実施

する加入者口座コードの確認を兼ねることとす

る。 

１１ Ⅳ １３ 追加 

※ 「振替先口座照会」機能を使用せず、FAX

等にて通知を行う場合は、新株予約権付社債権者

の氏名又は名称に加え、必要に応じて住所につい

ても通知を行う。 

 
― 
 

３．（２）備考 

１２ Ⅳ １３ 訂正 

※ FAX 等にて当該通知を受けた口座管理機関が

間接口座管理機関の場合には、直近上位機関に必

要な情報を通知する。当該通知を受けた直近上位

機関が間接口座管理機関である場合も同様とす

る。 

※当該通知を受けた口座管理機関が間接口座管

理機関の場合には、直近上位機関に必要な情報を

通知する。当該通知を受けた直近上位機関が間接

口座管理機関である場合も同様とする。 
３．（２）備考 

１３ Ⅳ 
１３

１４
追加 

※ 口座管理機関への加入者口座コードの確認
及び振替株式の交付通知を行う際に「振替先口
座照会」機能を使用する場合には、各入力項目
の設定方法は以下のとおりとする。 
・「照会先の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「振替先口座の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「受方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付先である機構加入者の機
構加入者コードを設定する。 

・「振替元口座の加入者口座コード」欄 
   振替株式の交付元である発行会社の加入
者口座コードを設定する。 

・「渡方機構加入者の機構加入者コード」欄 

― 
 

３．（２）備考 
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項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 
   振替株式の交付元である株主名簿管理人
の機構加入者コードを設定する。 

・「口座照会の事由」欄 
   「その他」を指定する。 
・「振替種類」欄 
   「その他振替」を指定する。 
 ・「振替予定日」欄  
    左記⑤を設定する。 
 ・「銘柄コード」欄（１行目） 
    交付する株式の銘柄を設定する。 
 ・「振替数量」欄（１行目） 
    交付する株式の数量を設定する。 
 ・「取得日」欄（１行目） 
    左記⑥を設定する。 
 ・「フリーメッセージ」欄   

【通知内容に係る記載】 

「非振替新株予約権付社債に係る新 株

予約権行使」と入力する。 

【行使数量に係る記載】 

行使された新株予約権付社債の数量

（「～円」）を入力する。 

【交付方法に係る記載】 

交付方法（「新株交付」または「自己株

充当」）を入力する。 

１４ Ⅳ １４ 追加 

※ 振替株式を自己株充当により交付する場合
も同様に、「振替元口座の加入者口座コード」
欄に発行会社の自己株式の充当元の加入者口
座コード、「渡方機構加入者の機構加入者コー
ド」欄に株主名簿管理人の機構加入者コードを
入力する。 

 

― ３．（２）備考 
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項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 
 
 
１５ 

Ⅴ １６ 訂正 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から口座
管理機関発行の加入者口座コードを証明する書

面の提出を求める方法、加入者情報 Web 端末の
「振替先口座照会」機能を使用する方法又は新株

予約権付社債権者の口座を開設する口座管理機

関に問合せる方法等により行う。 

※ 加入者口座コードの確認は、加入者から口座
管理機関発行の加入者口座コードを証明する書

面の提出を求めること、加入者情報 Web 端末の
振替先口座照会機能の使用又は新株予約権付社

債権者の口座を開設する口座管理機関に問合せ

ること等の方法により行う。 

３．（１）備考 

１６ Ⅴ 
１６

１７
訂正 

株主名簿管理人は、新株予約権付社債権者から新

株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権

付社債権者の口座を開設する口座管理機関に対

し、当該新株予約権付社債権者が新株予約権行使

請求をした旨及び次の事項を通知する。 
 
① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称 
② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
③ 行使請求された新株予約権付社債の銘柄及び
数 
④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交
付通知日の３営業日後の日） 
⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日） 

株主名簿管理人は、新株予約権付社債権者から新

株予約権行使請求を受けた場合には、新株予約権

付社債権者の口座を開設する口座管理機関に対

し、FAX 等により、当該新株予約権付社債権者
が新株予約権行使請求をした旨及び次の事項を

通知する。 
① 新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住
所 
② 新株予約権付社債権者の加入者口座コード 
③ 行使請求された新株予約権付社債の銘柄及び
数 
④ 交付する振替株式の銘柄及び数 
⑤ 新規記録日（口座管理機関への振替株式の交
付通知日の３営業日後の日） 
⑥ 効力発生日（新株予約権行使の効力発生日）

３．（２）本文 

１７ Ⅴ 
１６

１７
追加 

※ 当該通知は加入者情報 Web 端末の「振替先口

座照会」機能の使用又は FAX 等により行う。なお、

「振替先口座照会」機能を使用して通知を行う場

― 
 ３．（２）備考 
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項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 
合、（１）新株予約権行使請求の受付の際に実施

する加入者口座コードの確認を兼ねることとす

る。 

１８ Ⅴ １７ 追加 

※ 「振替先口座照会」機能を使用せず、FAX

等にて通知を行う場合は、新株予約権付社債権者

の氏名又は名称に加え、必要に応じて住所につい

ても通知を行う。 

 
― 
 

３．（２）備考 

１９ Ⅴ １７ 訂正 

※ FAX 等にて当該通知を受けた口座管理機関が

間接口座管理機関の場合には、直近上位機関に必

要な情報を通知する。当該通知を受けた直近上位

機関が間接口座管理機関である場合も同様とす

る。 

※当該通知を受けた口座管理機関が間接口座管

理機関の場合には、直近上位機関に必要な情報を

通知する。当該通知を受けた直近上位機関が間接

口座管理機関である場合も同様とする。 
３．（２）備考 

２０ Ⅴ 
１７

１８
追加 

※ 口座管理機関への加入者口座コードの確認
及び振替株式の交付通知を行う際に「振替先口
座照会」機能を使用する場合には、各入力項目
の設定方法は以下のとおりとする。 
・「照会先の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「振替先口座の加入者口座コード」欄 
   左記②を設定する。 
・「受方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付先である機構加入者の機
構加入者コードを設定する。 

・「振替元口座の加入者口座コード」欄 
   振替株式の交付元である発行会社の加入
者口座コードを設定する。 

・「渡方機構加入者の機構加入者コード」欄 
   振替株式の交付元である株主名簿管理人

― 
 

３．（２）備考 
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項番 章 頁 変更区分 新 旧 変更箇所 
の機構加入者コードを設定する。 

・「口座照会の事由」欄 
   「その他」を指定する。 
・「振替種類」欄 
   「その他振替」を指定する。 
 ・「振替予定日」欄  
    左記⑤を設定する。 
 ・「銘柄コード」欄（１行目） 
    交付する株式の銘柄を設定する。 
 ・「振替数量」欄（１行目） 
    交付する株式の数量を設定する。 
 ・「取得日」欄（１行目） 
    左記⑥を設定する。 
 ・「フリーメッセージ」欄   

【通知内容に係る記載】 

「非振替新株予約権付社債に係る新 株

予約権行使」と入力する。 

【行使数量に係る記載】 

行使された新株予約権付社債の数量

（「～円」）を入力する。 

【交付方法に係る記載】 

交付方法（「新株交付」または「自己株

充当」）を入力する。 

２１ Ⅴ １８ 追加 

※ 振替株式を自己株充当により交付する場合
も同様に、「振替元口座の加入者口座コード」
欄に発行会社の自己株式の充当元の加入者口
座コード、「渡方機構加入者の機構加入者コー
ド」欄に株主名簿管理人の機構加入者コードを
入力する。 

 

― ３．（２）備考 

以 上 


